
来日外国人犯罪
～不法就労・不法滞在防止にご協力を！～

来日外国人による犯罪の検挙件数は減少傾向にありますが、

依然として高い水準にあり当署では、来日外国人犯罪や不法

就労等の犯罪防止のための活動に取り組んでいます。

来日外国人犯罪の例として、次のようなものが考えられます。

これはほんの一例に過ぎません。もし、「何か変だな」とか

「こんな噂があるよ」と感じたら迷わず警察に通報してください。

安全で住みよい地域づくりにご協力お願いします。

■札幌方面門別警察署

■日高町富川東１丁目４番１号

TEL ０１４５６－２－０１１０

例
１

例
２

不法に就労している
不法滞在者が働く場合の他、働くことが認められない在留資格で在留する人が働く

ことや(入国管理局から資格外活動の許可を受けて当該許可の範囲内で行う活動は除か

れます。)、働くことが認められている在留資格で在留する人であっても、その資格に

認められている範囲を超えて働く場合も不法就労となります。

外国人による犯罪が行われている
来日外国人による窃盗等の各種犯罪です。来日外国人等で構成された窃盗団等の国際

犯罪組織や暴力団が関与しているケースも多く、中には世界的規模で活動する国際犯罪

組織も見られます。


